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平
成
21
年
度
の
老
齢
基
礎
年
金
額
は
、

40
年
間
保
険
料
を
納
め
た
場
合
の
満
額
で

７
９
２
，１
０
０
円
で
す
。
付
加
年
金
は
老

後
に
よ
り
多
く
の
年
金
を
受
け
た
い
と
考

え
て
い
る
方
の
た
め
に
、
老
齢
基
礎
年
金

に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
年
金
で
す
。

　

毎
月
の
国
民
年
金
保
険
料
（
平
成
21
年

度
は
１
４
，６
６
０
円
）
に
、
上
乗
せ
し
て

納
め
る
保
険
料
（
月
額
４
０
０
円
）
で
す
。

　

付
加
年
金
額
は
、
２
０
０
円
×
付
加
保

険
料
納
付
月
数
で
計
算
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
付
加
保
険
料
（
４
０
０
円
）

を
10
年
間
納
付
（
４
万
８
千
円
）
し
た
場

合
の
付
加
年
金
額
は
、

つ
ま
り
、
付
加
年
金
を
２
年
間
受
給
す
る

と
納
付
し
た
付
加
保
険
料
総
額
と
同
額
に

な
り
、
２
年
で
元
が
と
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

旬
に
同
様
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
結
果
と
し
て
、
平
成
21
年
中
に
国
民

年
金
の
保
険
料
を
納
付
し
た
方
の
全
員
に
こ
の

証
明
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
の
手
続
き
の
際

に
は
必
ず
こ
の
証
明
書
や
領
収
書
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

　

控
除
証
明
を
な
く
さ
れ
た
場
合
は
、
市
町

村
で
は
再
発
行
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
再
発
行
が
必
要
な
際

に
は
、
コ
ザ
社
会
保
険
事
務
所
（
1
９
３
３
─

３
４
３
７
・
９
３
３
─
３
４
３
８
）
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ご
家
族
の
国
民
年
金
を
納
付
し
た
場
合
は
、

そ
の
納
付
額
の
全
額
が
納
付
し
た
方
の
所
得
税

等
の
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
。
ご
自
身
の
社
会

保
険
料
の
額
と
合
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の

で
、
ご
家
族
分
の
控
除
証
明
書
も
申
告
す
る
方

の
申
告
書
に
添
付
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
付
加
年
金
は
定
額
の
た
め
、
物
価
ス
ラ

イ
ド
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
納
め
た
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
と
な
る
の
で
節
税
に
も
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
の
方
で
す
。

※
保
険
料
の
免
除
や
保
険
料
の
納
付
猶
予

を
受
け
て
い
る
方
、
国
民
年
金
基
金
に

加
入
し
て
い
る
方
は
付
加
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

①
窓
口
で
申
し
込
ん
だ
月
分
か
ら
納
付
で

き
ま
す
。

②
納
付
期
限
は
翌
月
末
で
す
。

③
納
付
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
そ
の
月

分
の
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

市
役
所
年
金
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た
全
額
が
所

得
税
・
市
県
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
控
除
と
し
て
申
告
す
る

場
合
は
、
今
年
１
年
間
に
納
付
（
納
付
見
込
み

を
含
む
）
し
た
国
民
年
金
保
険
料
を
証
明
す
る

書
類
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
が
発
行
す
る
控

除
証
明
書
と
同
様
に
、
１
年
間
に
納
付
し
た
国

民
年
金
保
険
料
の
額
を
証
明
す
る｢

社
会
保
険

料(

国
民
年
金
保
険
料)

控
除
証
明
書｣

(

ハ

ガ
キ)

が
、
社
会
保
険
庁
か
ら
毎
年
11
月
初
旬

に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

証
明
書
の
内
容
は
本
年
１
月
か
ら
10
月
１
日

ま
で
に
納
付
さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
額
と
、

年
内
に
納
付
が
見
込
ま
れ
る
場
合
の
納
付
見
込

額
で
す
。

　

納
付
忘
れ
が
あ
る
場
合
も
、
年
内
に
納
付
す

れ
ば
今
年
分
の
控
除
と
し
て
、
申
告
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
た
場
合

な
ど
で
、
10
月
2
日
以
降
に
本
年
初
め
て
保
険

料
を
納
付
す
る
方
に
つ
い
て
は
、
翌
年
２
月
初

毎
年
11
月
初
旬
に
送
付

国
民
年
金
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

２
月
初
旬
に
送
付
さ
れ
る
場
合

控
除
証
明
書
を
な
く
さ
れ
た
場
合

ご
家
族
の
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合

付
加
年
金
と
は

付
加
保
険
料
と
は

２
年
で
元
が
と
れ
る
お
得
な
年
金
で
す
！

付
加
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

付
加
保
険
料
の
納
付
は

お
申
込
手
続
き
は

付
加
年
金
額

200
円
×
120
月（
10
年
）

＝
２
万
４
千
円

付
加
保
険
料
を
納
め
て
年
金
額
を
増
や
し
ま
せ
ん
か
！

国民年金保険料
を納付したら社
会保険料控除の
申告を！


